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 申請について  

 

問１ 条件に当てはまっていれば誰でも給付を受けられるのですか？ 

答１ 

選考を通過した方が対象になります。今年度は８名程度を予定しています。 

 

問２ 申請書はどこに置いてありますか？ 

答２ 

藤沢市教育委員会の教育総務課に、募集要項と一緒に備え付けてあります。また、藤

沢市ホームページからダウンロード、印刷することも可能です。 

 

問３ 所得（課税）証明書 又は 非課税証明書はいつのものですか？また、どこで取

得できますか？ 

答３ 

所得（課税）証明書 又は 非課税証明書は今年度のもの（令和８年度《令和７年分》

の所得を証明できるもの）を提出してください。藤沢市の納税課や市民センターなどで、

２０２６年６月１日から取得することができます。 

 

問４ 「合計所得金額」や「指定の所得控除額」はどこを見ればいいですか？ 

答４  

 市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書をご確認ください。 

※藤沢市の市民税課から２０２６年６月３日発送予定です。お手元に届くまでには 

１週間ほどかかる場合があります。 

市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書がない方は、給与所得等に係る市民

税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書をご確認ください。 

※勤務先のご担当者様からお受け取りください。 

 

それぞれの確認箇所は次ページの図に記載しております。申請書別紙の裏面に計算用

のスペースがありますのでご活用ください。 

 ※確認する通知書によって記載が異なりますが、各図中のＡは「合計所得金額」、Ｂは 

「指定の所得控除額」を指します。 
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■市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書 

※Ｂの控除額については、該当の控除がなければ記載されていない場合があります。 

 

 
 

 

 

 

 

サンプル 
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■給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 

 ※勤め先の給与所得以外の所得（株や土地など）がある場合は、Ａの欄で正しい合計 

所得金額を確認できない可能性があります。該当の所得がある方は、通知書（指定 

番号と宛名番号が必要）をお持ちのうえ、藤沢市の市民税課へお越しいただくか、 

お電話でお問い合わせください。 

 

市民税課：藤沢市役所本庁舎 ４階 

電話番号 ０４６６－５０－３５１０（直通） 

 

  

 
 

 

 

  

サンプル 
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問５ 所得（課税）証明書又は非課税証明書における「合計所得金額」や「指定の所得

控除額」の確認方法は 

答５  

 所得（課税）証明書 又は 非課税証明書の上部にある「合計所得金額」「所得控除額」

をご確認ください。 

※【Ｂ】控除額については、該当の控除がなければ記載されていない場合があります。 
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問６ 所得（課税）証明書 又は 非課税証明書が取得できないのですが、どうすれば

いいですか？ 

答６ 

確定申告や住民税の申告を行っていない場合、証明書の発行ができませんので、申告

を行ってください。 

 

問７ すでに大学等に通っているのですが、申請できますか？ 

答７ 

来年度から新たに大学等に進学する方が対象となりますので、申し訳ございませんが、

申請の対象とはなりません。 

 

問８ 高校は卒業せず、高等学校卒業程度認定試験を受けたのですが、推薦書や評定平

均はどのように用意すればよいですか？ 

答８ 

どなたか保護者以外の大人の方からの推薦書を提出してください。出席状況の欄は空

欄で結構です。また、成績の基準については、申請にあたり、高等学校卒業程度認定試

験の成績の過半数がＡであることが必要です。 

詳細は教育総務課へご相談ください。 

 

問９ 大学等に受からなかった場合、次の年度への持越し等はできますか。また、補欠

などはとるのですか？ 

答９ 

残念ながら、今年度の３月３１日時点で入学が決定していない場合、次の年度への持

越しは行いません。必要があれば、次年度に再度、申請をしていただくことになります。

また、補欠等は設けません。 

 

問１０ 外国籍でも申請できますか？ 

答１０ 

在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方のみ、

申し込み資格があります。 

ただし、「定住者」の場合にも、将来定住する意思のない人は、申請できません。 

なお、在留資格を証明するため、在留資格の記載された住民票の写しを申請し、ご提

出ください。 

 

問１１ 保証人は必要ですか？ 

答１１ 

給付型奨学金制度は原則として返還の必要がないため、保証人は必要ありません。 
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問１２ 申請書に個人情報についての同意文がありますが、どのような情報を提供、収

集するのですか？ 

答１２ 

 本事業は、奨学金を給付することと合わせて、期間中に面談を実施し、状況に応じた

相談・助言を行い、入学から卒業までをフォローする制度です。奨学生の審査及び支援

のために必要な個人情報については、次のとおり取り扱います。 

（１） 奨学生の審査及び奨学生に対する適切な助言・支援を行うため、藤沢市の関係

課、藤沢市社会福祉協議会、及び外部委員を含む藤沢市奨学金給付審査委員に対

して、必要に応じて個人に関する情報を提供します。 

（２） 奨学生の審査及び奨学生に対する適切な助言・支援を行うため、面談の内容及

び福祉的な支援が必要な場合等の個人に関する情報を、藤沢市の関係課、及び藤

沢市社会福祉協議会、及び外部委員を含む藤沢市奨学金給付審査委員から必要に

応じて収集します。 

（３） 給付額算定や給付手続きにおいて必要な情報の把握・確認のために、学費の納

入状況や出席状況等に関する情報について、関係大学等に照会を行います。 

 

なお、収集・提供した個人情報は本事業を遂行する目的のみで使用し、他の目的では

利用いたしません。 

 

問１３ 申請資格の「特別な事情」とは、どういったものが該当しますか？ 

答１３ 

 「本来なら、（１）、（４）、（５）と同等の資格があるとみなすことができるが、何らか

の特別な事情により、資格要件を満たすことができない場合」を想定しています。 

例としては次のようなケースです。 

・ＤＶ等の事情により藤沢に避難してきているため、住民票を移すことができないま

まであり、「原則１年以上藤沢市に住民登録がある者」という申請資格を満たすこと

ができない。 

・所得要件を満たしていないが、生計維持者が直近で事故や急病等により長期的に就

労することが困難な状態に陥り、今年に入って家計が急変した（または急変する）。 

 あくまでもやむを得ないと認められる場合が対象であり、 

 ・子どもの受験が重なっているため経済的に厳しい。 

 ・生計維持者が定年退職を迎えることにより今までより収入が減少する。 

 といったような理由は「特別な事情」に該当しません。 

 

問１４ 高校１年生の評定平均が３．１未満ですが、この場合は申請できないのでしょ

うか？ 

答１４ 

 高校１年生と２年生の評定を全て合計し、該当する教科数で割った値（小数点以下第

２位四捨五入）が３．１以上であれば申請資格有りです。 
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例）１年生：評定合計４１ 教科数１４ 評定平均２．９ 

２年生：評定合計４９ 教科数１５ 評定平均３．３ 

⇒学年単位だと１年生が３．１未満だが、２年間の合計とすると、 

評定合計：９０ 教科数：２９ 評定平均：３．１ 

となるため、成績要件の申請資格は「有り」に該当する。 

 

問１５ 申請受付の際は保護者も同席必須ですか？ 

答１５ 

 受付時選考では申請者本人にお話をお伺いするため、本人の来庁は必須ですが、保護

者の方の来庁は自由です。 

 ただし、保護者の方が来庁された場合でも、お話を伺う主体は申請者本人のため、保

護者の方にはロビー等でお待ちいただき、ご本人からの聞き取り終了後、お声かけさせ

ていただく形となります。 

 

問１６ 申請書は郵送してもらえないのですか？ 

答１６ 

申し訳ありませんが、申請書の郵送は行っておりません。藤沢市教育委員会の教育総

務課にお越しいただくか、ホームページからダウンロードしてください。 

 

 選考について  

 

問１７ どのように選考するのですか？ 

答１７ 

二次選考まで行います。一次選考は受付時選考と書類選考で、窓口に申請書を持参い

ただく際の受付時選考と、提出していただいた書類をもとに選考します。一次選考を通

過した方のみ二次選考に進み、面接の試験を実施します。世帯の所得状況・成績・意欲・

高校等での出席状況等、総合的に評価の上、選考します。 

 

問１８ 二次選考の会場や日程はどのようになっていますか？ 

答１８ 

日にち 試験内容 場所 

２０２６年１１月中旬～下旬の 

土・日曜日、祝日 

面接試験 藤沢市役所庁舎内 

 

・面接試験は指定日時に来場し、待機時間含め４０分前後かかる予定です。 

 ・その他詳細については、一次選考の合格通知に記載します。 
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問１９ 結果の通知はいつごろですか？ 

答１９ 

１１月上旬に一次選考の結果を通知します。一次選考を通過された方は、１１月中に

二次選考を行い、１２月中旬ごろに最終結果を通知します。 

なお、最終的には大学等の合格をもって給付を決定するため、合格できなかった場合

には奨学金を給付できませんのでご注意ください。 

 

問２０ 選考基準はどのようなものですか？ 

答２０ 

一次選考では、提出いただいた書類から成績、所得、家庭の状況を確認するとともに、

受付時選考での進学に対する意欲等を重視して選考します。 

二次選考では、面接から進学への意欲や基本的な能力をはかり、総合的に評価の上、

選考します。 

 

 給付について  

 

問２１ 選考を通るといつまで奨学金を受けられるのですか？ 

答２１ 

基本的には大学等の正規の修業年限について継続して給付いたしますので、たとえば

４年制大学であれば４年間、２年制短期大学であれば２年間、給付を受けられます。 

ただし、学業状況等の確認のため、毎年継続申請書を提出していただく必要がありま

す。 

 

問２２  奨学金の給付が停止されることはありますか？ 

答２２  

 次のような場合には給付を停止する場合があります。 

≪給付を停止するケース≫ 

（１）奨学生が休学したとき。 

  ※原則復学をした月から給付を再開しますが、問２３の（４）又は（５）に当ては

まる場合は打切りとなる場合があります。 

（２）経済的な理由で修学が困難と認められないとき。 

  ※経済状況が変動し、再度経済的な理由で修学が困難であると認められた場合は、

奨学金の給付を再開します（原則年度ごとに判断）。 
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問２３ 奨学金の給付を打ち切られることはありますか？ 

答２３ 

給付中、次のような場合には給付を打ち切る場合があります。 

≪給付を打ち切るケース≫ 

（１）学業成績の著しい不振が認められたとき。 

（２）経済的な理由で修学が困難であると認められないとき。 

（３）奨学生が退学又は除籍になったとき。 

（４）奨学生が本人の責めに帰すべき事情により、留年又は休学したとき。 

（５）奨学生が留年又は休学し、大学等を卒業できる見込みがないとき。 

（６）奨学金を目的外に使用したとき。 

（７）特段の理由もなく、定期的な面談に応じないとき。 

（８）虚偽その他の不正な手段により、奨学金の給付を受けたとき。 

なお、成績、面談の拒否、留年、休学等について、やむを得ない事情がある場合は教育

総務課までご相談ください。 

 

問２４ 奨学金の返還は必要ですか？ 

答２４ 

給付型の奨学金ですので、原則返還の必要はありません。ただし、次のような場合に

は給付した奨学金を返還していただくこととなります。 

（１）奨学金を給付目的以外に使用した場合 

（２）虚偽その他の不正な手段によって給付を受けた場合 

（３）学費減免額等の変更に伴う給付額再算定の結果、給付額の超過分があった場合 

（４）届出なく授業料等の減免を受けた場合 

また、奨学金を打ち切られた場合、本人の病気などやむを得ない事情がある場合を除

き、一部又は全部の返還が必要になる場合があります。 

 

問２５ 教材費や交通費も給付の対象になりますか？ 

答２５ 

 給付額算定の対象となる学費は、授業料・施設関係費・実習関係費・教育環境充実費

です。（授業料以外の費用は、学校により名称が異なる場合があります。） 

 なお、進学先の学校において、大学等での履修課程を修得することでしか取得できな

い資格の履修費用について、在籍する学科の学費とは別にその費用が発生する場合は、

各年度給付上限額の範囲内でその費用に対する奨学金給付を認めます。 

また、別途教材費や交通費等に充てる費用として年５万円を給付します（上限４０万

円の範囲内）。 
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問２６ 給付される金額はいくらですか？ 

答２６ 

奨学金として給付する金額は、入学準備奨学資金（上限１５万円/１回）、学費奨学資

金及び教材費等（上限４０万円/年額）です。 

国における高等教育の修学支援新制度や、進学先の学校の制度により入学金や授業料

等が減免となる場合は、減免後の金額をもとに、給付額を決定します。 

 

入学金 

（例）：３０万円（国制度による入学金減免額２６万円） 

  ⇒３０万円－２６万円＝４万円を入学準備奨学資金として給付 

学費 

（例１）：１００万円（国制度による授業料減免額７０万円） 

  ⇒１００万円－７０万円＝３０万円 ＋教材費等５万円 

３０万＋５万＝３５万円を学費奨学資金として給付 

（例２）：１０８万円（国制度による授業料減免額７０万円） 

  ⇒１０８万円－７０万円＝３８万円 ＋教材費等２万円 

３８万＋２万＝４０万円を学費奨学資金として給付（給付上限） 

 

問２７ 大学の学費免除制度を利用する予定なのですが、併用は可能ですか？ 

答２７ 

進学先の学校の学費免除制度を利用することはできます。その場合、大学等の本来の

入学金や授業料等から免除額を除いた金額（上限はそのまま）をもとに、給付額を算定

します。 

 

問２８ 給付型奨学金ではない貸与型奨学金でも、条件を満たすと返還が免除になるも

のがありますが、そういった奨学金との併給はできますか？ 

答２８ 

条件付きで返還免除となる貸与型奨学金との併給については、可能です。 

 また、国における高等教育の修学支援新制度の給付型奨学金や進学先の学費免除制度

も併給可能です。 

 

問２９ 選考に受かって大学に合格した場合、入学準備奨学資金及び学費奨学資金はい

つごろいただけますか？ 

答２９ 

入学準備奨学資金については合格証明書等の提出をいただき、入学に必要な額を確認

後、速やかに振り込みます。 

学費奨学資金については、前期（原則４月中）と後期（原則１０月中）にそれぞれ２分

の１の額を振り込みます。なお、大学等への納入期限に奨学金の給付が間に合わない場

合もありますので、ご注意ください。 
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問３０ 日本学生支援機構の奨学金の手続きを高校在学中に行っておらず、進学後に手

続きをする予定です。その場合の給付額はどのようになりますか。 

答３０ 

 国の修学支援新制度による入学金及び授業料の減免額は、日本学生支援機構の支援区

分に紐づいて決まります。 

進学後に日本学生支援機構の奨学金の手続きを行う場合、藤沢市奨学金の給付額を算

定する時点では支援区分が未定となるため、入学準備奨学資金及び学費奨学資金のいず

れも減免額がないものとして給付額の算定を行います。 

進学後、支援区分が決定し、国の修学支援新制度による減免額が確定しましたら、藤

沢市奨学金の給付額を再算定します。再算定の結果、給付額の超過があった場合は、入

学準備奨学資金については超過分を返還、学費奨学資金については後期分の支払い金額

で調整又は超過分を返還いただきます。 

 

問３１ 大学等在学中の条件などはありますか？ 

答３１ 

年に３回面談を行い、生活や学業の状況を確認します。面談は基本的に藤沢市役所内

で行うことになります。 

ただし、学校が遠方のため寮に入っている等、藤沢市役所に来ることが難しい場合は、

オンラインでの面談とするなど、適宜対応します。 

 

問３２ 通信制大学へ進学しますが、藤沢市の奨学金給付を受けられますか？ 

答３２ 

通信課程の大学等も対象としているので、修業年限までの期間中、給付を受けること

ができます。 

給付額算定の対象は昼間制と同じく授業料・施設関係費・実習関係費・教育環境充実

費といったもののほか、スクーリング受講料も対象とします。 

ただし、給付対象は正規の学籍を有する者（＝本科生）のみとし、「科目等履修生」や

「聴講生」は対象外です。 

 

問３３ 給付中に面談を行うとありますが、どのようなことを行うのですか？ 

答３３ 

給付中の面談については年に３回、学業や生活の状況を確認するとともに、きちんと

大学等を卒業できるよう、必要に応じて相談や助言を行っていきます。 


